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貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
「
川
辺
川
ダ
ム
事
業
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
取
組
み
」
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
「
川
辺
川
ダ
ム
事
業
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
取
組
み
」
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
要
請
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
そ
の
内
容
、
回
答
の
方
法
等
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
建
設
省
九
州
地
方
建
設
局
川
辺
川
工
事
事
務
所
（
以
下
「
川
辺
川

工
事
事
務
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
「
川
辺
川
ダ
ム
事
業
に
お
け
る
環
境
保
全
へ
の
取
り
組
み
」
（
以

下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
多
く
の
意
見
又
は
質
問
に
つ
い
て
、
順
次
取
り
ま
と
め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
川
辺

川
工
事
事
務
所
と
し
て
の
見
解
を
示
し
て
い
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
話
、
面
談
等
の
方
法
に
よ
り
回
答
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
に
つ
い
て
は
、
川
辺
川
工
事
事
務
所
が
、
「
建
設
省
河
川
砂
防
技
術
基
準
（
案
）
調
査
編
」
の

第
十
八
章
（
河
川
環
境
調
査
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
手
法
そ
の
他
の
環
境
調
査
の
手
法
の
う
ち
必
要
な
も
の
を
用
い
て
、
環

境
調
査
の
専
門
家
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
の
�
に
つ
い
て

報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
に
関
す
る
調
査
方
法
、
調
査
時
期
及
び
調
査
区
域
並
び
に
当
該
環
境
調
査
の
過
程
で
収
集
し
た

資
料
の
内
容
は
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
を
川
辺
川
工
事
事
務
所
か
ら
受
託
し
た
団
体
の
名
称
は
、
別
記
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
環
境
調
査
を
専
門
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
経
歴
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
答
弁
を

差
し
控
え
た
い
。
な
お
、
報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
の
委
託
契
約
に
お
い
て
は
、
受
託
し
た
団
体
は
環
境
調
査
を
専
門
と
す

る
者
を
当
該
環
境
調
査
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
受
託
し
た
団
体
は
、
こ
の
契
約
に
基
づ
き
、
環
境
調
査
を
専
門

と
す
る
者
を
当
該
環
境
調
査
に
従
事
さ
せ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
の
委
託
先
を
決
定
す
る
に
当
た
り
実
施
し
た
入
札
に
参
加
し
た
団
体
の
う
ち
、
契
約
関
係
書
類

が
保
存
さ
れ
て
い
る
平
成
元
年
度
以
降
の
契
約
に
係
る
も
の
の
名
称
は
、
別
記
二
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
入
札
を
実
施

二



し
な
か
っ
た
の
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
随
意
契
約
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

建
設
省
に
お
い
て
は
、
環
境
庁
に
対
し
て
、
報
告
書
の
内
容
等
に
つ
い
て
そ
の
公
表
前
に
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ム
ー
ン
ミ
ル
ク
」
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
に
係
る
環
境
調
査
で
は
確
認
し
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

川
辺
川
工
事
事
務
所
に
お
い
て
は
、
川
辺
川
ダ
ム
の
建
設
に
よ
る
九
折
瀬
洞
に
係
る
詳
細
な
影
響
の
予
測
及
び
九
折
瀬
洞

の
適
切
な
保
全
措
置
の
検
討
の
た
め
、
学
識
経
験
者
か
ら
構
成
さ
れ
た
九
折
瀬
洞
保
全
対
策
検
討
会
を
設
置
し
、
同
検
討
会

の
指
導
を
受
け
な
が
ら
九
折
瀬
洞
の
洞
窟
性
動
物
及
び
そ
の
生
育
環
境
の
保
全
に
係
る
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
当
該
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
四
。
四
－
百
五
十
四
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
同
検
討
会
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
川
辺
川
ダ
ム
の
湛
水
を
開
始
す
る
時
期
ま
で
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

三



こ
と
と
し
て
い
る
。

四



別
記
一

財
団
法
人
化
学
品
検
査
協
会
化
学
品
安
全
セ
ン
タ
ー
久
留
米
研
究
所

株
式
会
社
環
境
調
査
技
術
研
究
所

株
式
会
社
九
英

株
式
会
社
九
州
開
発
エ
ン
ジ
ニ
ヤ
リ
ン
グ

社
団
法
人
九
州
地
方
計
画
協
会

新
日
本
気
象
海
洋
株
式
会
社

財
団
法
人
ダ
ム
水
源
地
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
地
域
開
発
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ

日
本
工
営
株
式
会
社

五



別
記
二

財
団
法
人
化
学
品
検
査
協
会
化
学
品
安
全
セ
ン
タ
ー
久
留
米
研
究
所

株
式
会
社
環
境
調
査
技
術
研
究
所

株
式
会
社
九
州
開
発
エ
ン
ジ
ニ
ヤ
リ
ン
グ

財
団
法
人
九
州
環
境
管
理
協
会

社
団
法
人
九
州
建
設
技
術
管
理
協
会

社
団
法
人
九
州
建
設
弘
済
会

九
州
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

財
団
法
人
九
州
産
業
衛
生
協
会

社
団
法
人
九
州
地
方
計
画
協
会

株
式
会
社
建
設
環
境
研
究
所

株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所

新
日
本
気
象
海
洋
株
式
会
社

六



株
式
会
社
ダ
イ
ヤ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

株
式
会
社
高
崎
総
合
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

中
央
開
発
株
式
会
社

東
亜
建
設
技
術
株
式
会
社

株
式
会
社
東
京
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

西
日
本
技
術
開
発
株
式
会
社

株
式
会
社
日
水
コ
ン

日
本
工
営
株
式
会
社

社
団
法
人
北
部
九
州
河
川
利
用
協
会

八
千
代
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

七


